
 

豊岡市規則第45号 

 

   豊岡市地域コミュニティに関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、豊岡市地域コミュニティに関する条例（平成28年豊岡市条例

第38号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （地域コミュニティ組織の区域） 

第２条 条例第２条に規定する規則で定める地区は、別表のとおりとする。 

 （地域コミュニティ組織の認定等） 

第３条 条例第３条第１項及び同条第２項第２号に規定する規則で定める要件は、

次の各号のいずれにも該当することとする。 

⑴ 別表に掲げる地区の住民が設立し、かつ、原則として当該地区の全ての住民

から成る組織であること。 

⑵ 民主的な運営を行うための規約を定めていること。 

⑶ 運営に当たる役員及び代表者が民主的に選出されていると認められること。 

⑷ 運営の透明性が確保されていると認められること。 

⑸ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又はこれに反対することを主たる目的

としないこと。 

⑹ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とし

ないこと。 

⑺ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないと認められること。 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件に該当すること。 

２ 条例第３条第１項に規定する地域コミュニティ組織の認定を受けようとする者

は、地域コミュニティ組織認定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を

添えて、市長に提出するものとする。 

 ⑴ 組織の規約 

 ⑵ 役員の名簿 

 ⑶ 地域づくりに関する計画書類 

 ⑷ 活動に関する書類 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、条例第２

条に規定する定義及び第１項に規定する要件に該当していると認めるときは、地

域コミュニティ組織として認定するものとする。 

４ 市長は、前項の規定による認定をしたときは、地域コミュニティ組織認定書

（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 



 

５ 地域コミュニティ組織は、第２項第１号から第３号までに掲げる書類の内容に

変更が生じたときは、地域コミュニティ組織認定事項変更届出書（様式第３号）

に変更内容を証する書類を添えて、速やかに、市長に届け出なければならない。 

６ 市長は、条例第３条第２項の規定により地域コミュニティ組織の認定を取り消

したときは、地域コミュニティ組織認定取消通知書（様式第４号）により当該組

織の代表者に通知するものとする。 

７ 市長は、第３項の規定による認定若しくは前項の規定による認定の取消しをし

たときは、その旨を告示するものとする。 

 （使用許可の申請） 

第４条 条例第11条第１項の許可を受けようとする者は、コミュニティセンター使

用（変更）許可申請書（様式第５号。以下「使用許可申請書」という。）を市長

に提出しなければならない。 

２ 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の属する月の３月前

の月の初日（月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。）か

ら使用しようとする日の５日前までに提出しなければならない。ただし、市長が

特に必要と認めるときは、この限りでない。 

 （許可書の交付） 

第５条 市長は、センターの施設の使用を許可したときは、コミュニティセンター

使用（変更）許可書（様式第６号。以下「許可書」という。）を当該申請者に交

付するものとする。 

 （使用許可の変更） 

第６条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、使用許可申

請書に許可書を添え、遅滞なく、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更を許可したときは、当該変更に係る許可書を当該申請者に

交付するものとする。 

 （使用料の減免） 

第７条 条例第17条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号

の区分に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各

号に定める額とする。 

 ⑴ 市が使用するとき。 使用料の全額 

 ⑵ 市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的で使用するとき。 使用料の

全額 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長

が定める額 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料減免申請書

（様式第７号）を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長がそ



 

の必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 （使用料の還付） 

第８条 条例第18条ただし書の規定により還付する場合は、次の各号の区分に定め

る場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 条例第15条第２項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得

ない必要が生じたとして同条第１項に規定する処分をしたとき。 納付した使

用料の全額 

 ⑵ 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなく

なったとき。 納付した使用料の全額 

 ⑶ 使用者が施設を使用する日の３日前の日（３日前の日が休館日に当たるとき

は、休館日の前日）までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は

第６条第２項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると

認めるとき。 納付した使用料の全額 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長

が定める額 

２ 条例第18条ただし書の申請は、コミュニティセンター施設使用料還付申請書（様

式第８号）を市長に提出することにより行うものとする。 

 （行為の禁止） 

第９条 条例第20条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行

為とする。 

 ⑴ 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為 

 ⑵ 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行

為 

 ⑶ 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為 

 ⑷ 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙 

 ⑸ 所定の場所以外の場所への立入り 

 ⑹ 物品の販売（市長の許可を受けた場合を除く。） 

 ⑺ 広告類の掲示又は配布（市長の許可を受けた場合を除く。） 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行

為 

 （市長の指示） 

第10条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、

使用者に対し、必要な指示をすることができる。 

 （汚損等の届出） 

第11条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨

をコミュニティセンター汚損等届（様式第９号）により係員に届け出て、指示を



 

受けなければならない。 

 （使用後の点検） 

第12条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けな

ければならない。 

 （指定管理者による管理） 

第13条 条例第24条第１項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場

合において、当該センターに係る第４条から第６条まで、第８条から第10条まで

並びに様式第５号及び様式第６号の規定の適用については、第４条第１項及び第

２項、第５条、第６条第１項及び第２項中「市長」とあるのは「指定管理者」

と、第８条第１項第１号及び第３号、第９条第６号から第８号まで、第10条（見

出しを含む。）中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第５号及び第６号

中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

 （利用料金） 

第14条 前条の場合において、条例第25条第１項の規定によりセンターの利用料金

を指定管理者に収受させるときは、当該センターに係る第７条、第８条及び様式

第５号から様式第８号までの規定の適用については、第７条の見出し中「使用料」

とあるのは「利用料金」と、同条第１項各号列記以外の部分中「条例第17条の規

定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは、「使用者に対する利

用料金の減額に関し、条例第25条第２項の規定で定める場合」と、同項第１号及

び第２号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第２項中「使用料」とあ

るのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第８条の見出し

中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第１項各号列記以外の部分中「条

例第18条ただし書きの規定により還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に

関し、条例第25条第２項の規則で定める場合」と、同項第１号から第３号までの

規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第２項中「使用料」とあるの

は「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第５号及び様式

第６号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第７号及び様式第８号中「使

用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とす

る。 

 （その他） 

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

 （豊岡市立公民館使用料の減免及び還付に関する規則の廃止） 

２ 豊岡市立公民館使用料の減免及び還付に関する規則（平成17年豊岡市規則第41



 

号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この規則の施行前に豊岡市立公民館使用料の減免及び還付に関する規則及び豊

岡市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成17年豊岡市教育委員会

規則第19号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされたものとみなす。 

別表（第２条、第３条関係） 

地区名 主たる大字名 

豊岡地区 昭和町の一部、大磯、大磯町、城南町、桜町、三坂、三坂町、山

王町、京町、立野、立野町、中央町、千代田町、大手町の一部、

寿町、泉町、元町、小田井町、幸町、加広町、野田及び若松町 

八条地区 上佐野、佐野、九日市上町、九日市中町、九日市下町、妙楽寺、

塩津、塩津町、弥栄町及び昭和町の一部 

三江地区 法花寺、祥雲寺、栄町、鎌田、下宮、庄境、梶原、日撫及び六地

蔵 

田鶴野地区 宮島、一日市、船町、山本、森、金剛寺、野上、下鶴井及び赤石 

五荘地区 正法寺、戸牧、高屋、大手町の一部、上陰、中陰、下陰、福田、

栃江、森津、滝、新堂、岩熊、江野及び伊賀谷 

新田地区 今森、江本、駄坂、木内、大篠岡、中谷、河谷及び百合地 

中筋地区 中郷、引野、 渕、加陽、清冷寺、伏及び八社宮 

奈佐地区 岩井、宮井、庄、吉井、野垣、福成寺、大谷、内町、辻、船谷及

び目坂 

港地区 小島、瀬戸、津居山、気比、田結、畑上及び三原 

神美地区 奥野、市場、三宅、森尾、立石、香住、下鉢山、上鉢山、長谷、

倉見及び神美台 

城崎地区 城崎町湯島、城崎町今津、城崎町桃島、城崎町来日、城崎町上山、

城崎町結、城崎町戸島、城崎町楽々浦及び城崎町飯谷 

竹野南地区 竹野町椒、竹野町段、竹野町三原、竹野町川南谷、竹野町桑野本、

竹野町大森、竹野町須野谷、竹野町門谷、竹野町河内、竹野町御

又、竹野町小城、竹野町二連原、竹野町森本及び竹野町坊岡 

中竹野地区 竹野町林、竹野町金原、竹野町東大谷、竹野町下塚、竹野町轟、

竹野町鬼神谷、竹野町小丸、竹野町芦谷及び竹野町須谷 

竹野地区 竹野町和田、竹野町阿金谷、竹野町羽入、竹野町松本、竹野町草

飼、竹野町宇日、竹野町田久日、竹野町竹野、竹野町切濱、竹野

町濱須井及び竹野町奥須井 



 

国府地区 日高町松岡の一部、日高町土居の一部、日高町上郷、日高町府市

場、日高町府中新、日高町堀、日高町野々庄、日高町池上、日高

町西芝、日高町東芝、日高町上石及び日高町竹貫の一部 

八代地区 日高町竹貫の一部、日高町藤井、日高町奈佐路、日高町谷、日高

町中、日高町猪爪、日高町八代、日高町河江、日高町小河江及び

日高町大岡の一部 

日高地区 日高町松岡の一部、日高町土居の一部、日高町江原、日高町宵田、

日高町岩中、日高町浅倉、日高町赤崎、日高町久斗、日高町道場、

日高町久田谷、日高町夏栗、日高町祢布、日高町国分寺、日高町

水上、日高町山本、日高町鶴岡及び日高町日置 

三方地区 日高町篠垣、日高町伊府、日高町佐田、日高町知見、日高町森山、

日高町観音寺、日高町海老原、日高町栗山、日高町殿、日高町羽

尻、日高町田ノ口、日高町広井、日高町猪子垣、日高町荒川、日

高町芝、日高町三所、日高町野及び日高町庄境 

清滝地区 日高町十戸、日高町頃垣、日高町石井、日高町山宮、日高町栃本、

日高町太田、日高町名色、日高町栗栖野の一部及び日高町大岡の

一部 

西気地区 日高町万場、日高町栗栖野の一部、日高町山田、日高町万劫、日

高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内 

弘道地区 出石町谷山、出石町下谷、出石町材木、出石町伊木、出石町魚屋、

出石町入佐、出石町東條、出石町寺町、出石町鉄砲、出石町内町、

出石町八木、出石町本町、出石町宵田、出石町田結庄、出石町小

人、出石町柳、出石町川原、出石町松枝、出石町馬場、出石町弘

原、出石町町分及び出石町蔵持 

菅谷地区 出石町細見、出石町荒木、出石町福見、出石町暮坂及び出石町室

見台の一部 

福住地区 出石町室見台の一部、出石町室埴弘原、出石町鍛冶屋、出石町福

住、出石町中村、出石町上村、出石町奥山及び出石町上野の一部 

寺坂地区 出石町上野の一部、出石町日野辺、出石町桐野及び出石町寺坂 

小坂地区 出石町水上、出石町長砂、出石町鳥居、出石町森井、出石町丸中、

出石町大谷、出石町三木、出石町片間、出石町伊豆、出石町福居、

出石町嶋、出石町安良及び出石町田多地 

小野地区 出石町宮内、出石町坪井、出石町袴狭、出石町口小野及び出石町

奥小野 



 

資母地区 但東町中山、但東町虫生、但東町口藤、但東町中藤、但東町奥藤、

但東町奥赤、但東町赤花、但東町坂津、但東町畑山、但東町日向、

但東町東里、但東町木村、但東町太田、但東町西野々、但東町高

龍寺及び但東町坂野 

合橋地区 但東町水石、但東町畑、但東町矢根、但東町奥矢根、但東町出合

市場、但東町河本、但東町日殿、但東町西谷、但東町天谷、但東

町佐々木、但東町相田、但東町小谷、但東町南尾、但東町出合、

但東町三原、但東町唐川及び但東町正法寺 

高橋地区 但東町平田、但東町栗尾、但東町佐田、但東町久畑、但東町後、

但東町東中、但東町小坂、但東町大河内及び但東町薬王寺 

 



 

様式第１号（第３条関係） 

 

                             年  月  日  

 

豊岡市長 様 

 

                   団体の名称 

                   代表者の氏名          ○印   

                   住所 

                   連絡先(電話) 

 

 

地域コミュニティ組織認定申請書 

 

豊岡市地域コミュニティに関する条例施行規則第３条第２項の規定により、地域

コミュニティ組織の認定に関し、次のとおり申請します。 

地域コミュニティ組織の名称  

地域コミュニティ組織の地区  

添 付 書 類 

⑴ 組織の規約  

⑵ 役員の名簿 

⑶ 地域づくりに関する計画書類 

⑷ 活動に関する書類  

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 

  



 

様式第２号（第３条関係） 

 

                             年  月  日  

 

             様 

 

豊岡市長         印  

 

 

地域コミュニティ組織認定書 

 

    年  月  日付で申請のあった地域コミュニティ組織の認定について

は、豊岡市地域コミュニティに関する条例施行規則第３条第３項の規定により認定

したので通知します。 

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ組 織 の 名 称  

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ組 織 の 地 区  

 

  



 

様式第３号（第３条関係） 

 

                             年  月  日  

 

豊岡市長 様 

 

                   組織の名称 

                   代表者の氏名          ○印   

                   住所 

                   連絡先(電話) 

 

 

地域コミュニティ組織認定事項変更届出書 

 

豊岡市地域コミュニティに関する条例施行規則第３条第５項の規定により、地域

コミュニティ組織の認定事項を変更したので、次のとおり届け出ます。 

変 更 日     年  月  日 

変 更 項 目  

変 更 内 容 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上記の変更内容を証する書類を添付してください。   



 

様式第４号（第３条関係） 

 

                             年  月  日  

 

             様 

 

豊岡市長         印  

 

 

地域コミュニティ組織認定取消通知書 

 

豊岡市地域コミュニティに関する条例第３条第２項の規定により、下記の理由に

より地域コミュニティ組織の認定を取り消したので通知します。 

 

記 

 

 指定を取り消した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 

  １ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内に、豊岡市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起

算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

  ２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内

に、豊岡市を被告として(訴訟において豊岡市を代表する者は豊岡市長となります。)処分

の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する

と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記１の審査請

求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。



 

様式第５号（第４条、第６条関係） 

 

コミュニティセンター使用（変更）許可申請書 

 

                                年  月  日  

 

豊岡市長 様 

 

                      申請者 住所             

                          氏名             

                          電話             

 

 次のとおり使用（使用事項の変更）の許可を申請します。 

使 用 責 任 者 

及 び 連 絡 先 

住 所  電話番号 

 氏 名  

使 用 目 的 

（ 具 体 的 に ） 

 

使 用 日 時 

      年   月   日（  ）  時  分から 

      年   月   日（  ）  時  分まで 

        上記のうち会議等の開催時間    時    分から  

使 用 す る 施 設 

及び区分（室名等） 
 

使 用 予 定 人 数  

そ の 他 1 特別の設備  ２ 物品販売等  ３ 冷暖房  ４ その他（      ） 

 

受 付 番 号  受付年月日  

使 用 料 
施設・区分  

円 
施設・区分  

減 免 額 条例による減額又は免除 △       円 

割 増 額 
営利目的 10割        円 

冷暖房使用 ３割        円 

端数（10円未満）切捨て △       円 

使 用 料 合 計 円 

備 考 
 

○申請者が法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、団体の名称及び代表者の氏名としてく

ださい。 

  



 

様式第６号（第５条、第６条関係） 

 

コミュニティセンター使用（変更）許可書 

 

                                 年  月  日  

 

 

 

             様 

 

                            豊岡市長        印  

 

 次のとおり使用（使用事項の変更）を許可します。 

使 用 責 任 者 

及 び 連 絡 先 

住 所  電話番号 

 氏 名  

使 用 目 的 

（ 具 体 的 に ） 

 

使 用 日 時 

      年   月   日（  ）  時  分から 

      年   月   日（  ）  時  分まで 

        上記のうち会議等の開催時間    時    分から  

使 用 す る 施 設 

及び区分（室名等） 
 

使 用 予 定 人 数  

そ の 他 1 特別の設備  ２ 物品販売等  ３ 冷暖房  ４ その他（      ） 

 

受 付 番 号  受付年月日  

使 用 料 
施設・区分  

円 
施設・区分  

減 免 額 条例による減額又は免除 △       円 

割 増 額 
営利目的 10割        円 

冷暖房使用 ３割        円 

端数（10円未満）切捨て △       円 

使 用 料 合 計 円 

備 考 
 

○使用については、条例、規則及び次の事項を遵守してください。 

○使用許可のない室又は附属備品を使用しないでください。 

○許可を受けないで壁、柱、扉等にはり紙をし、くぎ類を打たないでください。 

○所定の場所以外で火気を使用しないでください。 

○使用後は、整理及び清掃を行い、次の使用に支障がないようにするとともに、火災予防、施錠等を

厳重にし、安全を確認してください。 



 

様式第７号（第７条関係） 

 

コミュニティセンター使用料減免申請書 

 

                             年  月  日  

 

豊岡市長 様 

 

                   申請者 住所             

                       氏名             

                       電話             

 

 次のとおりコミュニティセンターの施設の使用料の減免を申請します。 

使 用 許 可 年 月 日      年  月  日 

使 用 の 日 時 
     年   月   日（  ）  時  分から 

     年   月   日（  ）  時  分まで 

使 用 施 設 及 び 

区 分 （ 室 名 等 ） 
 

使 用 料  

減 免 申 請 額  

減 免 を 申 請 す る 理 由  

備 考  

 

 

 

  



 

様式第８号（第８条関係） 

 

コミュニティセンター施設使用料還付申請書 

 

                             年  月  日  

 

豊岡市長 様 

 

                   申請者 住所             

                       氏名             

                       電話             

 

 次のとおりコミュニティセンターの施設の使用料の還付を申請します。 

使 用 許 可 年 月 日      年  月  日 

使 用 の 日 時 
     年   月   日（  ）  時  分から 

     年   月   日（  ）  時  分まで 

使 用 施 設 及 び 

区 分 （ 室 名 等 ） 

 

還 付 の 理 由  

還 付 金 の 算 出 

納 付 済 使 用 料 円 

還 付 の 率 割 

還 付 金 額 円 

備 考  

  



 

様式第９号（第11条関係） 

 

コミュニティセンター汚損等届 

 

                              年  月  日 

 

豊岡市長 様 

 

                   申請者 住所             

                       氏名             

                       電話             

 

 次のとおりコミュニティセンターの建物等を汚損等しましたので届け出ます。 

汚損等の日時 汚損等の内容及びその発生時の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


